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付表第１

法別表第３
イ

施行規則第11条 (同条第１項の表備考第３号及び第４号を除く｡)､ 第13条及び第14条

受けようとする免許状 幼稚園教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 幼稚園教諭２種免許状

必要とする在職年数 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10

最低修
得単位
数に含
まなけ
ればな
らない
科目の
単位数

教科に関する科目 (小学校の６教科 (国
語､ 算数､ 生活､ 音楽､ 図画工作､ 体育)
のうち１以上を含む｡)

４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

教
職
に
関
す
る
科
目

教育の基礎理論に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

教育課程及び指導法に関する科目 ６ ５ ５ ４ ３ ２ ２ １

選 択 12 11 ９ ８ ９ ８ ６ ５

計 20 18 16 14 13 11 ９ ７

教科又は教職に関する科目 ６ ５ ５ ４ ４ ３ ３ ２

受けようとする免許状 幼稚園教諭２種免許状

有することを必要とする免許状 幼稚園助教諭臨時免許状

必要とする在職年数 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10

最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 (小学校の６教科 (国語､
算数､ 生活､ 音楽､ 図画工作､ 体育) のう
ち１以上を含む｡)

５ ４ ４ ３ ３ ２ ２ １

教
職
に
関
す
る
科
目

教職の意義等に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

教育の基礎理論に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

教育課程及び指導法に関する科目 12 11 10 ９ ７ ６ ５ ４

生徒指導､ 教育相談及び進路指導等に
関する科目

２ ２ ２ ２ １ １ １ １

選 択 10 ８ ７ ５ ７ ５ ４ ２

計 30 27 24 21 18 15 12 ９

受けようとする免許状 小学校教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 小学校教諭２種免許状

必要とする在職年数 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10
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最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

教
職
に
関
す
る
科
目

教育の基礎理論に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

教育課
程及び
指導法
に関す
る科目

各教科 (音楽､ 図画工作又は
体育のうち１以上を含む｡)
の指導法

６ ５ ５ ４ ３ ２ １ １

道徳の指導法 １ １ １ １ １ １ １ １

選 択 １ １

計 ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ ２

選 択 11 10 ９ ８ ８ ７ ６ ４

計 21 19 17 15 13 11 ９ ７

教科又は教職に関する科目 ５ ５ ４ ４ ３ ３ ２ ２

受けようとする免許状 小学校教諭２種免許状

有することを必要とする免許状 小学校助教諭臨時免許状

必要とする在職年数 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10

最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

教
職
に
関
す
る
科
目

教職の意義等に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

教職の基礎理論に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

教育課程
及び指導
法に関す
る科目

各教科 (音楽､ 図画工作又
は体育のうち２以上を含む｡)
の指導法

12 11 10 ９ ８ ７ ６ ４

道徳の指導法 １ １ １ １ １ １ １ １

選 択 １ １

計 14 13 11 10 ９ ８ ７ ５

生徒指導､ 教育相談及び進路指導等に
関する科目

４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

選 択 ５ ３ ４ ２ ３ １ １

計 29 26 23 20 17 14 11 ８

教科又は教職に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

受けようとする免許状 中学校教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 中学校教諭２種免許状

必要とする在職年数 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10
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最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３

教
職
に
関
す
る
科
目

教育の基礎理論に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

教育課
程及び
指導法
に関す
る科目

道徳の指導法 １ １ １ １ １ １ １ １

選 択 ７ ６ ５ ４ ４ ４ ４ ２

計 ８ ７ ６ ５ ５ ５ ５ ３

選 択 ６ ５ ５ ４ ４ ２ １ １

計 16 14 13 11 10 ８ ７ ５

教科又は教職に関する科目 ４ ４ ３ ３ ３ ３ ２ ２

受けようとする免許状 中学校教諭２種免許状

有することを必要とする免許状 中学校助教諭臨時免許状

必要とする在職年数 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10

最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３

教
職
に
関
す
る
科
目

教職の意義等に関する科目 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

教育の基礎理論に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

教育課
程及び
指導法
に関す
る科目

教科の指導法 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

道徳の指導法 １ １ １ １ １ １ １ １

選 択 １ １ １ １ １ １ １ １

計 ４ ４ ４ ４ ３ ３ ３ ３

生徒指導､ 教育相談及び進路指導等に
関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

選 択 ７ ５ ５ ３ ４ ２ ２

計 21 19 17 15 12 10 ８ ６

教科又は教職に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

受けようとする免許状 高等学校教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 高等学校助教諭臨時免許状

必要とする在職年数 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

最低修得単位数 45 40 35 30 25 20 15 10

最低
修得

教科に関する科目 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３

教

教職の意義等に関する科目 １ １ １ １ １ １ １ １

教育の基礎理論に関する科目 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １
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単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

職
に
関
す
る
科
目

教育課
程及び
指導法
に関す
る科目

教科の指導法 ２ ２ ２ ２ １ １ １ １

選 択 ２ ２ １ １ １ １

計 ４ ４ ３ ３ ２ ２ １ １

生徒指導､ 教育相談及び進路指導等に
関する科目

３ ２ ２ ２ １ １ １ １

選 択 １ １ １

計 12 11 10 ９ ７ ６ ５ ４

教科又は教職に関する科目 ８ ７ ７ ６ ５ ４ ４ ３

備考

１ 小学校教諭普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の取得方法は､ 国語 (書写を含む｡)､

算数､ 理科､ 生活､ 音楽､ 図画工作､ 家庭及び体育の教科に関する科目のうち１以上の科目について修得す

るものとする｡

２ 中学校教諭普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の取得方法は､ 施行規則第３条の表

の第１欄に掲げる免許教科の種類に応じ､ 第２欄に掲げる科目について､ 幅広く修得するよう努めなければ

ならない｡

３ 高等学校教諭普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位の取得方法は､ 施行規則第４条の

表の第１欄に掲げる免許教科の種類に応じ､ 第２欄に掲げる科目について､ 幅広く修得するよう努めなけれ

ばならない｡

４ 幼稚園､ 小学校､ 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位

については､ 施行規則第６条第１項の表備考第12号､ 第13号､ 第14号､ 第15号及び第16号の規定を準用する｡

５ 幼稚園､ 小学校､ 中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科又は教職に関する科

目の単位の修得方法については､ 施行規則第６条の２第２項の規定を準用する｡

６ 高等学校教諭１種免許状の授与を受けようとする者が､ 施行規則第11条第１項の表備考第２号の適用を受

ける場合にあつては､ 同号に規定する４単位に不足する単位数を教職に関する科目の単位数に加えた単位数

が13単位以上の場合は､ 施行規則第６条第１項の表第２欄に掲げる科目２単位､ 第３欄に掲げる科目４単位､

教育課程及び指導法に関する科目４単位 (教科の指導法２単位を含む｡) 及び生徒指導､ 教育相談及び進路

指導等に関する科目３単位を必修とし､ 残りを選択として修得するものとし､ 当該単位数が12単位以下の場

合は､ 当該不足する単位数を選択として修得するものとする｡
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法別表第３
ロ

施行規則第11条第１項の表備考第３号､ 第12条､ 第13条及び第14条

受けようとする免許状 幼稚園教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 幼稚園教諭２種免許状

必要とする在職年数 ３ ４ ５ ６

最低修得単位数 25 20 15 10

最低修
得単位
数に含
まなけ
ればな
らない
科目の
単位数

教科に関する科目 (小学校の６教科 (国
語､ 算数､ 生活､ 音楽､ 図画工作､ 体育)
のうち１以上を含む｡)

２ ２ １ １

教職
に関
する
科目

教育の基礎理論に関する科目 １ １ １ １

教育課程及び指導法に関する科目 ３ ２ ２ １

選 択 ８ ７ ５ ５

計 12 10 ８ ７

教科又は教職に関する科目 ６ ５ ４ ２

受けようとする免許状 小学校教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 小学校教諭２種免許状

必要とする在職年数 ３ ４ ５ ６

最低修得単位数 25 20 15 10

最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 ２ ２ １ １

教
職
に
関
す
る
科
目

教育の基礎理論に関する科目 １ １ １ １

教育
課程
及び
指導
法に
関す
る科
目

各教科 (音楽､ 図画工作又は体
育のうち１以上を含む｡) の指
導法

３ ２ １ １

道徳の指導法 １ １ １ １

選 択

計 ４ ３ ２ ２

選 択 ８ ７ ６ ４

計 13 11 ９ ７

教科又は教職に関する科目 ５ ４ ３ ２

受けようとする免許状 中学校教諭１種免許状
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有することを必要とする免許状 中学校教諭２種免許状

必要とする在職年数 ３ ４ ５ ６

最低修得単位数 25 20 15 10

最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 ６ ５ ４ ３

教
職
に
関
す
る
科
目

教育の基礎理論に関する科目 １ １ １ １

教育課
程及び
指導法
に関す
る科目

道徳の指導法 １ １ １ １

選 択 ４ ４ ４ ２

計 ５ ５ ５ ３

選 択 ４ ２ １ １

計 10 ８ ７ ５

教科又は教職に関する科目 ４ ３ ３ ２

受けようとする免許状 高等学校教諭１種免許状

有することを必要とする免許状 高等学校助教諭臨時免許状

必要とする在職年数 ３ ４ ５ ６

最低修得単位数 25 20 15 10

最低
修得
単位
数に
含ま
なけ
れば
なら
ない
科目
の単
位数

教科に関する科目 ５ ４ ４ ３

教
職
に
関
す
る
科
目

教職の意義等に関する科目 １ １ １ １

教育の基礎理論に関する科目 ２ ２ １ １

教育課
程及び
指導法
に関す
る科目

教科の指導法 １ １ １ １

選 択 １ １

計 ２ ２ １ １

生徒指導､ 教育相談及び進路指導等に
関する科目

１ １ １ １

選 択 １ １

計 ７ ６ ５ ４

教科又は教職に関する科目 ８ ６ ５ ３

備考 この表に規定する単位の修得方法については､ 付表第１イ備考各号の規定を準用する｡
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必
要
と
す
る
在
職
年
数

基
礎
資
格

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

最
低
修
得
単
位
数
に
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
科
目
の
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

必
要
と
す
る
在
職
年
数

基
礎
資
格

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

教職に関する科目 教
科
に
関
す
る
科
目
(小
学
校
の
６
教
科

(国
語
､
算
数
､
生
活
､
音
楽
､
図
画
工

作
､
体
育
)
の
う
ち
１
以
上
を
含
む
｡)

計

選
択

生
徒
指
導
､
教
育
相
談
及
び
進
路
指

導
等
に
関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科

目 教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目

３

施
行
法
第
１
条
第
１
項
の
表
第
２
号
､
第

３
号
､
第
７
号
､
第
８
号
若
し
く
は
第
９

号
又
は
第
２
条
第
１
項
の
表
第
２
号
､
第

３
号
､
第
４
号
､
第
６
号
､
第
９
号
か
ら

第
12号
ま
で
､
第
15号
､
第
15号
の
２
若

し
く
は
第
24号
の
該
当
者

小
学
校
助
教
諭
臨
時
免
許
状

小
学
校
教
諭
２
種
免
許
状

５ １ １ １ １ １ ５ 15 ３

施
行
法
第
１
条
第
１
項
の
表
第
３
号
又
は

第
２
条
第
１
項
の
表
第
24号
の
２
の
該
当

者 幼
稚
園
助
教
諭
臨
時
免
許
状

幼
稚
園
教
諭
２
種
免
許
状

付
表
第
六
中｢小

学
校
｣

を
、｢幼

稚
園
､小
学
校
｣

に
、｢､高

等
学
校
又
は
幼
稚
園
｣

を｢又
は
高

等
学
校
｣

に
改
め
る
。

付
則
付
表
第
五
及
び
付
則
付
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

付
則
付
表
第
５
(29年

改
正
法
附
則
第
11項
・
施
行
規
則
附
則
第
11項
)
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備
考
教
科
に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
の
単
位
に
つ
い
て
は
､
付
表
第
１
イ
備
考

第
１
号
､
第
２
号
及
び
第
４
号
の
規
定
を
準
用
す
る
｡

最
低
修
得
単
位
数
に
含
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
科
目

の
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

必
要
と
す
る
在
職
年
数

基
礎
資
格

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

最
低
修
得
単
位
数
に
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
科
目
の
単
位
数

最
低
修
得
単
位
数

教職に関する科目 教
科
に
関
す
る
科
目

計

生
徒
指
導
､
教
育
相
談
及
び
進
路
指

導
等
に
関
す
る
科
目

教
育
課

程
及
び

指
導
法

に
関
す

る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目

計

道
徳
の
指
導
法

音
楽
､
図
画
工
作
又
は
体

育
の
指
導
法

教
科
に
関
す
る
科
目

10 15 ３

施
行
法
第
１
条
第
１
項
の
表
第
２
号
又
は

第
２
条
第
１
項
の
表
第
６
号
､
第
９
号
､

第
10号
､
第
16号
､
第
17号
､
第
20号
若

し
く
は
第
20号
の
３
の
該
当
者

中
学
校
助
教
諭
臨
時
免
許
状

中
学
校
教
諭
２
種
免
許
状

５ １ ２ １ １ １ １ ５ 15

必
要
と
す
る
在
職
年
数

基
礎
資
格

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

最低修得単位数 必
要
と
す
る
在
職
年
数

基
礎
資
格

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
免
許
状

受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状

総
計

教職に関する科目 教
科
に
関
す
る
科
目
(小
学
校
の
６
教
科

(国
語
､
算
数
､
生
活
､
音
楽
､
図
画
工
作
､

体
育
)
の
う
ち
１
以
上
を
含
む
｡)

計

選
択

生
徒
指
導
､
教
育
相
談
及
び
進
路
指
導

等
に
関
す
る
科
目

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目

１

修
業
年
限
４
年
以
上
の
教
員
養
成
諸
学
校

若
し
く
は
専
門
学
校
卒
業
者
､
施
行
法
第

１
条
第
１
項
の
表
第
８
号
該
当
者
又
は
旧

大
学
令
に
よ
る
学
士
の
称
号
を
有
す
る
者

小
学
校
助
教
諭
臨
時
免
許
状

小
学
校
教
諭
２
種
免
許
状

10 ５ １ １ １ １ １ ５ １

修
業
年
限
４
年
以
上
の
教
員
養
成
諸
学
校

又
は
専
門
学
校
卒
業
者

幼
稚
園
助
教
諭
臨
時
免
許
状

幼
稚
園
教
諭
２
種
免
許
状

付
則
付
表
第
６
(29年

改
正
法
附
則
第
12項
・
施
行
規
則
附
則
第
11項
)
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備
考
教
科
に
関
す
る
科
目
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
の
単
位
に
つ
い
て
は
､
付
表
第
１
イ
備
考

第
１
号
及
び
第
４
号
の
規
定
を
準
用
す
る
｡

最低修得単位数

総
計

教職に関する科目 教
科
に
関
す
る
科
目

計

生
徒
指
導
､
教
育
相
談
及
び
進
路
指
導

等
に
関
す
る
科
目

教
育
課

程
及
び

指
導
法

に
関
す

る
科
目

教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目

計

道
徳
の
指
導
法

音
楽
､
図
画
工
作
又
は
体
育

の
指
導
法

10 ５ １ ２ １ １ １ １ ５

二
〇
五
人

六
〇
人

一
九
八
人

四
、
〇
〇
六
人

三
九
五
人

一
二
五
人

四
〇
〇
人

六
、
七
二
四
人

二
〇
五
人

五
八
人

二
〇
〇
人

四
、
〇
〇
一
人

三
九
四
人

一
二
四
人

三
九
六
人

六
、
七
三
〇
人

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

教
育
委
員
会
告
示

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
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ほ
か
、
す
べ
て
の
事
務
を
平
成
二
十
年
四
月
一
日
付
け
で
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
長
に
委
任
し
た
。

な
お
、
平
成
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
一
号
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

１

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

の
改
正

及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

２

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
教

育
委
員
会
規
則
第
十
六
号)

の
改
正
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11
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平
成
二
十
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


